
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

大
学・専
門
学
校
等
へ
の
就
学
を
支
援

　
市
で
は
、
長
期
間
整
備
さ
れ
て

い
な
い
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
見
直
し
は
、
必
要
性
や

実
現
性
の
低
い
路
線
及
び
区
間
を

廃
止
す
る
も
の
で
、
住
民
説
明
会
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
や

原
案
の
閲
覧
な
ど
の
結
果
を
基
に

最
終
案
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、

都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
り
案
の

縦
覧
を
行
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
大
学
や
短
大
、
各
種

専
門
学
校
へ
進
学
を
希
望
し
て
い

る
方
を
対
象
に
、
育
英
奨
学
金
の

貸
し
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
対
象
者

※�

次
の
資
格
要
件
の
全
て
を
満
た　

す
方

・�

本
人
、
保
護
者
が
市
内
に
1
年　

以
上
住
ん
で
い
る
方

・�

大
学
生
、
短
大
生
及
び
各
種
専　

門
学
校
に
在
学
中
又
は
進
学
す　

る
方

・�

学
業
、
人
物
が
優
れ
、
か
つ
健　

康
な
方

・�

学
資
の
支
弁
が
困
難
で
あ
る
方

■
貸
付
額
等　
年
額
24
万
円

■
貸
付
期
間

　
決
定
時
か
ら
在
学
す
る
学
校
の　

最
短
修
業
年
限
ま
で

■
奨
学
金
の
返
還

　
10
年
以
内
返
済
（
半
年
賦
）

　
無
利
子

※�

貸
付
終
了
時
に
、
本
人
が
市
内

に
住
所
を
有
す
る
と
、
返
還
金　

の
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

■
申
込
書
類

・�

窓
口
配
布
開
始

　
平
成
28
年
1
月
6
日
（
水
）

・�

配
布
場
所

　
教
育
課
学
校
教
育
担
当
窓
口
及

び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
で

き
ま
す
。

■
申
込
期
間

　
平
成
28
年
1
月
6
日
（
水
）

　
～
3
月
3
日
（
木
）

◆
韮
崎
市
育
英
奨
学
金
制
度

　
こ
の
制
度
は
、
平
成
6
年
に
若

宮
二
丁
目
在
住
の
渡
邊
勇
三
氏

（
故
人
・
元
進
学
塾
渡
辺
の
門
経

営
）
か
ら
、
市
に
寄
付
さ
れ
た
七

千
万
円
を
原
資
と
し
「
韮
崎
市
育

英
奨
学
基
金
」
を
設
立
、
こ
の
基

金
を
活
用
し
た
奨
学
金
で
す
。　

平
成
27
年
度
ま
で
に
1
0
8
名

の
方
が
活
用
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
教
育
課
学
校
教
育
担
当

�

（
内
線
2
6
4
・
2
6
5
）

　
今
後
は
、
都
市
計
画
審
議
会
を

経
て
、
都
市
計
画
道
路
の
変
更
が

決
定
さ
れ
ま
す
が
、
市
内
に
住
所

の
あ
る
方
及
び
利
害
関
係
の
あ
る

方
は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
提

出
さ
れ
た
意
見
書
は
都
市
計
画
審

議
会
で
審
議
さ
れ
ま
す
。

■
縦
覧
及
び
意
見
募
集
期
間

　
12
月
2
日
（
水
）
～
16
日
（
水
）

※�

市
役
所
で
の
縦
覧
及
び
提
出
は　

土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
8
時　

30
分
～
17
時
15
分

■
計
画
案
の
縦
覧
場
所
　

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・�

市
役
所
1
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

・
市
役
所
2
階
建
設
課
窓
口

■
意
見
書
の
提
出
方
法

　
意
見
書
の
書
式
は
任
意
で
す
が
、

意
見
の
要
旨
と
そ
の
理
由
及
び
住

所
、
氏
名
、
連
絡
先
を
記
入
の
う

え
、
郵
送
（
必
着
）
ま
た
は
建
設

課
窓
口
に
直
接
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

　
建
設
課
都
市
計
画
担
当

�

（
内
線
2
5
0
）

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し（
案
）

縦
覧
の
お
知
ら
せ

韮
崎
市
育
英
奨
学
金
の
ご
活
用
を

就職・起業を目的に
韮崎市に転入された若者を応援
　市では若者の移住・定住を促進するため、就
職または起業を目的に本市へ転入された 45
歳未満の方に対し、奨励金を支給しています。
■支給対象者
・市外に 1年以上居住されていた方。
・�転入前 60日から転入日以後 1年以内に、正
社員として就職または起業された方
※�新卒者及び転勤等による就労者は対象とな
りません。

■奨励金の額　1人につき 10万円
■支給申請について
　基準日（就職または起業した日と転入日を
比較して遅い方の日）から 1年経過後に、申
請書に必要書類を添えて提出してください。
■必要書類
〈就職した場合〉
・採用決定通知書・雇用保険被保険者証の写し
・健康保険証の写し・在職証明書
〈起業した場合〉
・韮崎市商工会加入書類・確定申告書等の写し
・収支実績表
※�申請書は窓口でお受け取りになるか、市ホー　
ムページよりダウンロードしてください。
※�基準日から 1年経過後、60日以内に申請を
行わないと受給資格がなくなります。

■問い合わせ　
　商工観光課商工労政担当（内線 216）
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